
 
 スプリンクラー設備・自動火災報知設備・消防機関に通報する火災報知設備が改正されました。 

 各改正詳細は下記の通りです。 

スプリンクラー設備の設置基準の見直し【平成２７年４月１日施行】 

（１） 消防法施行令別表第１（以下「令別表第１」）（６）項ロに掲げる防火対象物（下図の（１）

から（５）の施設が該当します。）又はその部分については、従前、延べ面積２７５㎡以上

から設置義務がありましたが、この改正により延べ面積に関係なくスプリンクラー設備の設

置が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊1 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令（消防法施行規則第 12条の 2関係）で定める構造を

有するものは、スプリンクラー設備の設置を要しません。 

     ＊2 主として避難が困難な障害者を入所させるものが該当します。 

     ＊3 主として避難が困難な要介護者を入居・宿泊させるものが該当します。 

     ＊4 詳細は消防本部に問い合わせてください。 

令別表第１（６）項ロ 

（２） 救護施設 

（４） 障害児入所施設 

（５） 障害者支援施設＊2 

障害者の短期入所施設＊2 

障害者の共同生活援助を行う施設＊2 

令別表第１（６）項ロ 

（１） 老人短期入所施設 

養護老人ホーム 

特別養護老人ホーム 

軽費老人ホーム＊3 

有料老人ホーム＊3 

介護老人保健施設 

老人短期入所事業を行う施設 

小規模多機能型居宅介護事業を行う施設＊3 

認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 

その他これらに類するものとして総務省令で定

めるもの 

（３） 乳児院 

令別表第１（６）項ロ防火対象物又はその部分 

はい 

延べ面積１０００㎡以上 

介助がなければ避難できない者として総務省

令で定める者を主として入所させるもの＊4  

（６）項ロ部分の延べ

面積 275㎡以上 

設置義務なし 
スプリンクラー設備又は特定施設水道直結型

スプリンクラー設備設置義務あり 

スプリンクラー設備 

設置義務あり 

はい＊1 

いいえ＊1 

いいえ 

いいえ 

はい 
はい 



（２）経過措置 平成３０年３月３１日までは、従前の例によります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動火災報知設備の設置基準の見直し【平成２７年４月１日施行】 

（１）面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要な防火対象物又はその部分に次表のものが追

加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令
別
表
第
１ 

・（５）項イ（旅館・ホテル等） 

・（６）項イ（病院・診療所等）及びハ（（６）項ロ以外の有料老人ホーム等）（利用者を入居させ、又は宿泊させるもの

に限ります。） 

・（１６の２）項に掲げる防火対象物の部分で（５）項イ並びに（６）項イ及びハ（利用者を入居させ、又は宿泊させる

ものに限ります。）に供されるもの。 

平成 30年 4月 1日以降 

改正後の基準に適合 

既存（従前の基準） 

平成30年3月31日までに改正後の基準に適合させる必要があります。 

新築（改正後の基準に適合） 

Ｈ27.4.1施行 Ｈ30.3.31 

令別表第１（５）項イ、（６）項イ、（６）項ハ又はその部分並びに（１６の２）項（地下街）の防火対象物 

５項イ 

（６）項イ又はハ 

利用者を入居させ、

又は宿泊させる 

（１６の２）項で、（５）項イ並びに（６）

項イ及びハ（利用者を入居させ、又は宿

泊させるものに限る。）の用途に供され

る部分がある。 

延べ面積３００㎡以上 

設置義務なし 

設置義務あり 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ いいえ 

いいえ 

いいえ 



（２）経過措置 平成３０年３月３１日までは、従前の例によります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等の見直し 

【平成２７年４月１日施行】 

 面積によらず、消防用設備等を設置した際に、消防機関の検査を受けなければならない防火対象

物として、令別表第１（２）項ニ（カラオケ店等）及び（５）項イ（旅館・ホテル等）に掲げる防

火対象物並びに（６）項イ（病院・診療所等）及び（６）項ハ（（６）項ロ以外の有料老人ホーム

等）に掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限ります。）並びにそれらの

部分が存する（１６）項イ、（１６の２）項及び（１６の３）項が追加されました。 

 

現 行 改正内容 改正後 

面
積
関
係
な
し 

（６）項ロ 

（１６）項イ 

（１６の２）項 

（１６の３）項 

 

① 

（２）項ニ 

（５）項イ 

（６）項ロ 

② （６）項イ 

（６）項ハ 

③ （１６）項イ 

（１６の２）項 

（１６の３）項 

延
べ
面
積
３
０
０
㎡
以
上 

（１）項 

（２）項イ～ハ 

（２）項ニ 

（３）項 

（４）項 

（５）項イ 

（６）項イ 

（６）項ハ 

（６）項ニ 

（９）項イ 

（１６）項イ 

（１６の２）項 

（１６の３）項 

延
べ
面
積
３
０
０
㎡
以
上 

（１）項 

（２）項イ～ハ 

（３）項 

（４）項 

（６）項イ＊ 

（６）項ハ＊ 

（６）項ニ 

（９）項イ 

（１６）項イ＊ 

（１６の２）項＊ 

（１６の３）項＊ 

平成 30年 4月 1日以降 

改正後の基準に適合 

既存（従前の基準） 

平成30年3月31日までに改正後の基準に適合させる必要があります。 

新築（改正後の基準に適合） 

Ｈ27.4.1施行 Ｈ30.3.31 

（6）項ロの

用途に供さ

れる部分が

存するもの

を除く。 

（２）項ニ及び（５）項イについ

ては、面積に関係なく消防機関に

よる検査を受けなければならない

防火対象物に変更されました。 

（６）項イ及び（６）項ハで「利

用者を入居させ、又は宿泊させる

もの」については、面積に関係な

く消防機関による検査を受けなけ

ればならない防火対象物に変更さ

れました。 

（１６）項イ、（１６の２）項及び

（１６の３）項については、（２）

項ニ、（５）項イ並びに（６）項イ

及びハ（利用者を入居させ、又は

宿泊させるもの）が面積に関係な

く消防機関による検査を受けなけ

ればならない防火対象物に変更さ

れました。 
＊上欄の②及び③に掲げるものを除く。 



消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し 

【平成２７年４月１日施行】 

（１）令別表第１（６）項ロ又は（６）項ロ部分が存するものに設ける消防機関へ通報する火災報

知設備は、自動火災報知設備の感知器と連動して起動（これを直接通報といいます。）するも

のとされました。 

 

 

 

 

    

                     

 

 

 

 

自動火災報知設備の受信機及び消防機関へ通報する火災報知設備が防災センター（常時人がいるものに限ります。）に設置さ

れるものにあっては、この限りではありません。 

 

（２）経過措置 平成３０年３月３１日までは、従前の例によります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接通報としなければならない対象物 

令別表第１ 

（６）項ロ 

（１６）項イ（特定複合用途） 

（１６の２）項（地下街） 

（１６の３）（準地下街） 

平成 30年 4月 1日以降 

改正後の基準に適合 

既存（従前の基準） 

平成30年3月31日までに改正後の基準に適合させる必要があります。 

新築（改正後の基準に適合） 

Ｈ27.4.1施行 Ｈ30.3.31 

（（６）項ロの用途に供される部分が存するものに限ります。） 

連動 
通報 

自動火災報知設備 

消防機関へ通報する 

火災報知設備 

（火災通報装置） 



特定小規模施設省令に関する改正 【平成２７年４月１日施行】 

 令別表第１（５）項イ、（６）項イ及びハ（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）

並びにこれらの用途に供される部分が存する（１６）項イに掲げる防火対象物における自動火災報

知設備の設置に義務化に伴い、特定小規模施設用自動火災報知設備を用いることができる施設の対

象が追加されました。 

 

特定小規模施設として特定小規模施設用自動火災報知設備を用いることができる防火対象物 

現行 改正内容 改正後 

延べ面積３００㎡未満 

（特定一階段等防火対象物を除く。） 

 
延べ面積３００㎡未満 

（特定一階段等防火対象物を除く。） 

（２）項ニ 

（６）項ロ 

（１６）項イで上記の用途に供される

部分が存するもの 

（２）項ニ 

（５）項イ 

（６）項イ（＊） 

（６）項ロ 

（６）項ハ（＊） 

（１６）項イで上記の用途に供される

部分が存するもの 

 

 

 

 

 

                 

 

（５）項イ、（６）項イ及び

ハ（＊利用者を入居させ、又

は宿泊させるものに限る。）、

（１６）項イで上記の用途に

供される部分が存するもの

が追加されました。 

【

【問い合わせ先】 

  

富士五湖消防本部 予防課 0555-22-4501                         

富士吉田消防署                                  

予防係 0555-23-0119                                 

河口湖消防署 

         予防係 0555-72-0119 

 


